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諮問番号：令和７年度諮問第１号 

答申番号：令和７年度答申第１号 

 

答　　　申　　　書 

 

第１，箕面市行政不服審査会の結論 

箕面市川合・山之口土地区画整理組合（以下「処分庁」という。）が審査請

求人●●●●氏に対して行った仮換地指定変更処分（令和７年２月４日付け

箕川山組第１２９号。以下「本件処分」という。）に対する審査請求（以下「本

件審査請求」という。）は、棄却することが相当である。 

 

第２，川合・山之口土地区画整理事業の概要及び本件処分に至る経過 

川合・山之口土地区画整理事業（正式名称は「北部大阪都市計画事業　川

合・山之口土地区画整理事業」。以下「本件事業」という。）の概要及び本件

処分に至る経過は令和７年１２月１５日付け審理員意見書（以下「審理員意

見書」という。）記載のとおりである。 

 

第３，本件諮問に至る経過及び当審査会における調査・審議の経過 

１，本件処分後本件諮問に至る経過 

(1) 審査請求人は、本件処分を不服とし、本件処分の取消を求め、行政不服審

査法（平成２６年法律第６８号）第４条の規定に基づき、令和７年５月２日

付け審査請求書の提出をもって本件審査請求を行った。 

(2) 審査庁は、行政不服審査法第９条第１項の規定に基づき、令和７年５月２

９日付けで審理員を指名した。 

(3) 審理員は、行政不服審査法第４２条第２項の規定に基づき、審査庁に対し

て審理員意見書及び事件記録を提出した。審理員意見書の結論は、本件審査

請求には理由がないから棄却されるべきであるとする内容である。 

(4) 審査庁は、審理員意見書等の内容を踏まえ、令和７年１２月２２日、箕面

市行政不服審査会に諮問した。 

 

２，当審査会における調査・審議の経過の概要 

(1) 令和７年１２月２２日　審査庁から諮問書を受付 

(2) 令和８年１月７日　　　第１回審査会開催 

(3) 同　　年２月２日　　　第２回審査会開催 

(4) 同　　年２月１８日　　審査請求人の口頭意見陳述 
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第４，審査請求人及び処分庁の主張の要旨 

１，審査請求人の主張 

(1) 審査請求人の主張は審理員意見書第２、１に記載のほか、(2)以下のとお

りである。 

(2) 審査請求人の令和８年１月２８日付主張書面(1)による主張 

本件事業は、いわゆる「運用上の申出換地」をとっている。その場合、土

地区画整理事業運用指針（甲第５号証）によると、施行者は地権者に対して

情報提供に努める必要があるにもかかわらず、共同売却ゾーンの変更につい

ての情報は地権者に知らされていない。また、申出換地により照応の原則に

よらずに換地を定めようとする場合は、昭和５４年３月１日最高裁第一小法

廷判決により地権者全員の合意が必要なところ、仮換地指定にかかる地権者

の総会決議は過半数にすぎず、全員の合意はないから、本件事業において地

権者の換地の申し出はすべて無効であり、処分庁は照応の原則によることな

く仮換地を定めることができない。本件事業の換地は地権者の申し出により

各ゾーンに割り振って仮換地がなされている（多くが「飛び換地」）ので、本

来的に照応の原則に従ったものにはなりえない。処分庁は、地権者全員の合

意をとるか、換地設計をやり直すほかない。 

審理員の意見に関しては、「３　本件処分と照応の原則との関係」について

は理由がない。「本件処分における減歩率の設定の適法性」については独自の

見解にすぎず、また、無知に基づくものである。「手続上の瑕疵その他の争点」

については事実誤認があり、理由がない。 

(3) 審査請求人令和８年２月１７日付主張書面(2)による主張 

本件事業の施行区域内で、○○○○が新たに判明した。処分庁の業務代行

者は、仮換地を受けた地権者が○○の費用を負担すべきと説明している。し

かし、業務代行者の方針に従えば、○○○○のある土地とない土地に換地さ

れた地権者が生じ、照応の原則に違反する違法な換地処分がされたことにな

る。 

(4) 審査請求人の当審査会に対する意見陳述 

本件事業における換地は「申出換地」であり、土地区画整理法（昭和２９

年法律第１１９号。以下「法」という。）に定める照応の原則に従わずに各地

権者からの申出により各換地を決める方式である。まずそれが有効に成立す

るのかどうかについて、審理員は、ダメだろう（つまり、有効に成立しない）

としつつも、照応の原則に従った換地なのでこれを違法とすることはできな

いという意見のようである。しかし、これには問題がある。照応の原則によ

らない申出換地を行っているので、そもそも照応の原則に従ってはいない。

申出換地が成り立たないにもかかわらず照応の原則に従っているというこ

とはありえない。審理員の意見には承服できない。 
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２，処分庁の主張 

処分庁の主張は審理員意見書第２，２に記載のとおりである。 

 

第５，当審査会の判断の理由 

１，審理員意見書「第３　理由」に記載の争点整理やそれに対する理由及び判断

については是認できるものと考えるが、当審査会としてさらに２項以下の理

由を追加する。 

 

２，本件処分と照応の原則との関係 

(1) 審査請求人は、本件事業は運用上の申出換地であるところ、処分庁は申出

換地に係る情報の提供に努めておらず（国土交通省都市局の土地区画整理事

業運用指針（甲第５号証）参照）、処分庁総会の決議は地権者の過半数で全員

の合意ではないから無効である（昭和５４年３月１日最高裁第一小法廷判決

参照）、法第８９条第１項の「照応の原則」違反であると主張し、口頭意見陳

述においても同様の主張をしている。 

しかし、同判決の事案は、施行区域内の他の土地の換地処分に影響を及ぼ

さない限度内において特定の数筆の土地につき関係権利者数名が全員同意

の上で照応の原則に合致しない換地の要望（２筆間の地積変更、並びに、１

筆の分筆及び仮換地地積変更）を施行者に申し出したケースであり、「全員の

合意」とは地権者全員の合意を意味するものではないと思料され、本件とは

事案を異にする。また、本件事業の仮換地指定が地権者全員の合意が必要と

なるのであれば、法第３１条において仮換地の指定が総会の議決事項とされ、

法第３４条第１項において総会出席組合員の過半数で決することとされて

いることと必ずしも整合しないこととなり（定款ではこれに反する特別の定

めはない）、その意味でも審査請求人の主張は是認できない。 

(2) 審査請求人は、「本件事業は、いわゆる『運用上の申出換地』をとるとこ

ろ、申出換地にあたっては、『施行者は、申出換地の実施理由、申出換地を行

う街区の位置、換地者選定の時期・方法等の周知を行うとともに、各地区の

換地設計基準に明記する等、申出換地にかかる情報の提供に努める必要があ

る』にもかかわらず、業代（*ママ）は地権者に換地先の申し出をさせた後に、

Ｂ共同売却ゾーンに限って、Ｃ個人賃貸ゾーン、Ｄ自己利用ゾーンの余った

土地をあてるなど、ゾーンの位置を別の場所に変更するなどして、換地設計

を行ったところ、この変更に係る情報は一切、地権者に知らせなかった」、

「Ｂ共同売却ゾーンに換地を申し出たにもかかわらず、Ｄ自己利用ゾーンに

換地された」として、「明らかに違法な仮換地であり、請求人に対する仮換地

処分も違法である」と主張している。 

この点につき、処分庁は、「組合は、各ゾーンと保留地を配置することにな

ったが、共同売却ゾーンに保留地を配置した残りの部分では、Ｂ共同売却ゾ
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ーンへの換地を希望する地権者３０名の換地をすべて配置することはでき

なくなり、Ｂ共同売却ゾーンを拡張する必要が生じたことから、本事業の施

行地区の北側、東側及び南側の一部に共同売却用地を集約することになった」

と説明しており、その経過や説明内容に不合理な点は認められない。 

また、処分庁は、換地の申出前に各ゾーンの位置について確約したことは

ないし、『換地の申出書』（乙第４号証）にも各ゾーンの位置を示す図面を添

付していない。また換地の申出後、総会決議前には、勉強会や個別面談を通

じて、共同売却ゾーンが７つの街区に分かれることを説明した旨を主張して

いる。 

この点につき、土地利用計画図（甲第４号証）、将来土地利用ゾーニング図

（令和５年１２月）、共同売却勉強会資料（令和６年７月２０日～２１日）

（甲第７号証・乙第８号証）、仮換地指定ゾーニング図（令和６年８月８日）、

共同売却勉強会資料「1-2.共同売却地一覧」（令和６年９月８日）（乙第９号

証）、共同売却勉強会資料「1-2.共同売却地一覧」「2.はじめに ～共同売却・

信託方式の提案について～」「5-1.地権者様からの質問について」（令和６年

１１月９日）（乙第１０号証）を見分するに、一部の文書ないし資料につき審

査請求人に示されていたかどうかは定かではないが、仮に文書ないし資料の

一部が審査請求人に示されていなかったとしても、一連の経緯を踏まえると、

処分庁から審査請求人に対し、換地の申し出に当たってのゾーニングに関す

る一定の説明はあったものと認められ、また、７つの街区に分かれたことに

ついても一定の説明がなされていたものと認められる。 

上記諸事情及び迅速的確に区画整理を実施する必要性等も考慮すれば、本

件処分について、処分庁の裁量権を逸脱した違法なものとはいえない。 

 

３，減歩率の設定ないし保留地の評価について 

審査請求人は、「業務代行者が保留地の平米単価を総会の議案として上程

させた時点で、すでに不動産市場では右の平米単価を３割上回る平米単価を

■■■■■■■■■■が提示し、その価格ないしそれ以上の価格で実際に業

代（*ママ）と成約したという事実であり、この事実が存在する以上、業務代

行者の行為は暴利行為ないし地権者を欺罔する詐欺と評価すべきである」と

主張している。 

しかし、本件事業における保留地は、令和６年９月２２日の総会で、仮換

地指定の議案とともに議決されている。また、同議決時になすべき説明がな

されていなかった、あるいはなされた説明の根拠資料が間違っていた等の事

情もうかがえない。その上で、審理員意見にあるとおり、土地の実際の売価

は、買手の購入意欲等の諸要素により客観的評価との間に乖離が生ずること

はあり得ることであって、審査請求人の指摘する事情があったとしても、暴

利行為や欺罔行為などとなるわけではないというべきである。 
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４，本件事業施工区域内で発見された○○○○について 

審査請求人は、新たに本件事業施行区域内で○○○○が発見されたとして

「業務代行者の方針に従えば換地処分は全体として違法」であると主張して

いる。 

しかし、上記事情は当審査会への諮問後に判明した事実であって、本件審

査請求の理由とはされていなかった。また、本件処分後に判明した事情であ

って、本件処分の判断事情ともなっていない。また、一定の○○○○が発見

されたとしても、□□□□□□□□□□□□やその後の本件事業に与える影

響等は明らかにはなっていない。 

よって、審査請求人の主張する上記事情をもってしても、本件処分が違法

であるとは評価できない。 

 

第６，結論 

よって、本件処分に違法又は不当な点があったとは認められないものと判

断し、「第１，箕面市行政不服審査会の結論」のとおり答申する。 

以上


